
◎日本学術会議法 
（令和七年六月一八日法律第七〇号）   

一、提案理由（令和七年四月二三日・衆議院内閣委員会） 

○坂井国務大臣 日本学術会議法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説

明申し上げます。 

 この法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高

めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関

係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社

会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学

術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与す

ることを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関

する事項を定めるものです。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立する法人とするほか、日本学

術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。 

 第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候

補者選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。 

 第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が

選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、

会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。

また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の

業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、

その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の

選任の理由等を公表しなければならないこととしています。 

 第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適

正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画

及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及

び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日

本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることが

できることとしています。 

 第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充

てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 

 第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃

止など、所要の規定の整備を行うこととしています。 

 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 



 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和七年五月一三日） 

○大岡敏孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告いたします。 

 本案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるた

め、学術に関する重要事項に係る審議等を行うことにより、学術の向上発達を図るとと

もに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人

として、日本学術会議を新法により設立するものです。 

 本案は、去る四月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、二十三日坂井国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、二十五日

から質疑に入りました。五月七日には参考人から意見を聴取し、九日質疑を終局いたし

ました。質疑終局後、討論を行い、採決しましたところ、本案は賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月九日） 

 政府及び日本学術会議は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等

について遺漏なきを期すべきである。 

一 政府は、令和二年の会員任命拒否問題について、国民に説明責任を果たし、国民の

信頼を得るよう努めること。また、日本学術会議との信頼関係を損ねたとの指摘があ

ったことを踏まえ、日本学術会議との信頼関係の構築に努めること。 

二 政府は、会長の選任について日本学術会議が公表しなければならない事項を内閣府

令で定めるに当たっては、会長に求められる資質を十分に勘案しながら慎重かつ丁寧

なプロセスで選考されたことが国民に明らかとなるようにすること。 

三 政府は、現行の日本学術会議が、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、

科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と

提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立されたものであることを尊重す

ること。 

四 政府は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関としての役割及び

機能を十分に発揮することができるよう、会員の選任、科学的助言等、運営及び活動

における日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。 

五 政府は、法人化後の日本学術会議の設立に当たっては、日本学術会議の実務の連続

性に配慮すること。また、設立時の会員の選考について、コ・オプテーションの理念

に配慮すること。 

六 政府は、日本学術会議が、その役割及び機能を十分果たし、また、その活動を萎縮



させることがないよう、日本学術会議の要望を踏まえつつ、必要な財政支援を行うこ

と。また、補助金等の算定に当たっては、日本学術会議が中期的な活動計画に基づい

て作成する年度計画に記載される事項に基づき公正に行い、適切な金額となるよう努

めること。あわせて、日本学術会議は、無駄を排除した上で、政府からの財政支援の

みに依存せず、民間からの寄附金を始めとした財源の多様化を図るよう努めること。 

七 政府は、監査報告、選定助言委員、運営助言委員、中期的な活動計画、年度計画、

自己点検評価、日本学術会議評価委員会等に関して政令、内閣府令を定めるに当たっ

ては、日本学術会議の自主性を尊重すること。また、内閣総理大臣が任命する監事や

日本学術会議評価委員会の権限が不当に拡大しないよう留意すること。あわせて、監

事には、業務における政治的中立性の確保も含め、適切に監査できる者を任命するこ

と。また、日本学術会議評価委員には、産業や国民生活に最新の科学研究及び学問的

知見が活かされるよう、中期的な活動計画に対して幅広い視野から意見を述べること

ができる者を任命すること。 

八 政府は、産官学の連携を一層深め、民間の知見や活力を積極的に活用することで、

学術の成果を社会に還元し、新たな価値やイノベーションの創出につなげること。ま

た、日本学術会議は、社会の関心及び状況等を認識し、立法府に対する提言を検討す

ることも含め、その政策提言機能を強化すること。あわせて、政府は、日本学術会議

が行う勧告、答申等について、その趣旨を尊重すること。 

九 日本学術会議は、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等の会議体の議事録の公

表、日本学術会議と社会とのコミュニケーションの強化等、組織や活動の透明性の向

上に努めること。 

十 政府は、日本学術会議の更なる改革に向けて不断の見直しを行うため、組織の在り

方を含め、本法の運用状況について適時適切に評価及び検証を行い、必要に応じて適

切な措置を検討すること。また、本法の施行後三年を目途に本法の施行状況を点検し、

その結果を公表すること。 

十一 政府は、本法の規定について施行後六年を目途に検討する際には、本法の規定す

る目的及び基本理念を踏まえた活動状況、業務遂行及び会員選任等に係る説明責任の

履行状況、財政面も含む自主的・自律的な運営に向けての取組などに留意すること。 

三、参議院内閣委員長報告（令和七年六月一一日） 

○和田政宗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課

題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、

学術に関する重要事項に係る審議、学術関係者間の連携の確保及び強化など、その業務

の範囲に関する事項等を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、日本学術会議の改革の



経緯と特殊法人化の必要性、ナショナルアカデミーとして期待される役割、本法律案に

対する日本学術会議の見解、新たな会員選定方法や、監事、日本学術会議評価委員会の

権限等の妥当性、財政基盤の多様化に向けた取組と政府による財政支援の在り方、現行

法における内閣総理大臣による会員任命に関する法解釈の整理等について質疑が行われ

ました。 

 本法律案に対しては、立憲民主・社民・無所属を代表して木戸口理事より、目的規定

及び日本学術会議の業務に係る規定において、日本学術会議が独立して業務を行う旨を

明記すること等を内容とする修正案が提出され、原案及び修正案に対する質疑が行われ

ました。 

 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民・無所属の石垣委員より原

案に反対、修正案に賛成、日本維新の会の柴田委員より原案に賛成、修正案に反対、国

民民主党・新緑風会の竹詰委員より原案に反対、修正案に賛成、日本共産党の井上委員

より原案及び修正案に反対、れいわ新選組の大島委員より原案及び修正案に反対の旨の

意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をも

って原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月一〇日） 

 政府及び日本学術会議は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ず

るべきである。 

一 政府は、令和二年の会員任命拒否問題について、改めて国民への説明責任を果たし、

国民の信頼を得るよう努めること。また、日本学術会議との信頼関係を損ねたとの指

摘があったことを踏まえ、誠意を持って日本学術会議との信頼関係の構築に努めるこ

と。 

二 政府及び日本学術会議は、我が国及び世界が直面する社会課題、政府とアカデミア

との関係性その他の多面化・複雑化する学問の自由に関わる諸問題に対し絶えず真摯

に向き合い、それぞれの役割・責務を果たすよう努めること。 

三 政府は、会長の選任について日本学術会議が公表しなければならない事項を内閣府

令で定めるに当たっては、会長に求められる資質及び役割を十分に勘案しながら慎重

かつ丁寧なプロセスで選考されたことが国民に明らかとなるようにすること。 

四 政府は、日本学術会議が、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学

者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携

して学術の進歩に寄与することを使命として設立されたことを尊重すること。 

五 政府は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関としての役割及び



機能を十分に発揮することができるよう、会員の選任、科学的助言等、運営及び活動

における日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。 

六 政府は、法人化後の日本学術会議の設立に当たっては、日本学術会議の理念と実務

の連続性に配慮すること。また、設立時の会員の選考について、コ・オプテーション

の理念を尊重すること。 

七 政府は、日本学術会議が、その役割及び機能を十分果たし、また、その活動を萎縮

させることがないよう、日本学術会議の要望を踏まえつつ、必要な財政支援を行うこ

と。また、補助金等の算定に当たっては、日本学術会議が中期的な活動計画に基づい

て作成する年度計画に記載される事項に基づき公正に行い、適切な金額となるよう努

めること。あわせて、日本学術会議は、無駄を排除した上で、政府からの財政支援の

みに依存せず、ナショナルアカデミーとしての活動の中立性に留意しつつ民間からの

寄附金を始めとした財源の多様化を図るよう努めること。 

八 政府は、監査報告、選定助言委員、運営助言委員、中期的な活動計画、年度計画、

自己点検評価、日本学術会議評価委員会等に関して政令、内閣府令を定めるに当たっ

ては、日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。 

九 政府は、内閣総理大臣が任命する監事、日本学術会議評価委員会及び設立委員の権

限が不当に拡大し、特に日本学術会議の活動の学術的な内容・価値に立ち入らないよ

う留意すること。あわせて、監事には、業務における政治的中立性の確保も含め、適

切に監査できる者を任命し、日本学術会議評価委員には、産業や国民生活に最新の科

学研究及び学問的知見が活かされるよう、中期的な活動計画に対して幅広い視野から

意見を述べることができる者を任命すること。 

十 政府は、産官学の連携を一層深め、民間の知見や活力を積極的に活用することで、

学術の成果を社会に還元し、新たな価値やイノベーションの創出につなげること。ま

た、日本学術会議は、社会の関心及び状況等を認識し、立法府に対する提言を検討す

ることも含め、その政策提言機能を強化すること。あわせて、政府は、日本学術会議

が行う勧告、答申等について、その趣旨を尊重すること。 

十一 政府は、内閣府に置かれる日本学術会議評価委員会の全ての議事録の公表、内閣

総理大臣による本法に基づく権限の意思決定過程等に関する文書の適切な作成・保存

等、日本学術会議の組織及び運営一般に関する内閣府の事務の透明性向上に努めるこ

と。また、日本学術会議は、役員会、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等の会

議体の全ての議事録の公表、日本学術会議と社会とのコミュニケーションの強化等、

組織や活動の透明性向上に努めること。 

十二 政府は、内閣総理大臣が施行日前に会長職務代行者を指名するに当たっては、特

にその公正性及び中立性が確保されるように配慮すること。 

十三 政府は、日本学術会議の更なる機能強化に向けて不断の見直しを行うため、組織

の在り方を含め、本法の運用状況について適時適切に評価及び検証を行い、必要に応



じて適切な措置を講ずること。また、本法の施行後三年を目途に本法の施行状況を点

検し、その結果を公表すること。 

十四 政府は、本法の規定について施行後六年を目途に検討する際には、本法の規定す

る目的及び基本理念を踏まえた活動状況、業務遂行及び会員選任等に係る説明責任の

履行状況、財政面も含む活動の独立性や自主的・自律的な運営に向けた取組などに留

意すること。 

  右決議する。 

 


